
～ 山 火 事 に 注 意 ～ 
 

山火事は空気が乾燥し、草木が芽吹く前の春先に多く発生していま
す。燃えてしまった森林を元の姿に戻すのは多くの時間が必要です。 
 
山火事を起こさないため、次のことに注意しましょう。 
・枯れ草等のある場所では、たき火をしないこと。 
・強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと。 
・たき火の場所を離れるときには、完全に消火すること。 
・たばこの吸い殻は必ず消すとともに、投げ捨てはしないこと。 
・時期に限らず火遊びをしないこと。 
 
もし、山火事を起こしてしまった場合には・・・ 

はじめは火が小さくとも、山火事の火は回りがはやく、いつのま
にか火に囲まれて逃げられなくなってしまいます。 

無理して自分だけで消そうとせず、１１９番通報して安全な場所
へ避難しましょう。 
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会計年度任用職員とは、一会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）の範囲を任期として任用さ
れる非常勤職員です。下記のとおり再募集します。 
 
１．勤務条件 
  （１）給 与 等：経験年数、資格等を考慮して、報酬額を算定します。 
          (例)高校新卒で事務補助として採用の場合 日額６，９８０円 
          勤務条件に応じて、通勤手当、超過勤務手当、期末手当等を支給します。 

※期末手当は、任期が６ヶ月以上であり、かつ週１５時間３０分以上勤務の方に
支給されます。 

  （２）勤務時間：下に示す表をご覧ください。 
  （３）社会保険等：勤務条件に応じて、健康保険（市町村職員共済組合）、厚生年金、雇用保険の適用

があります。 
その他災害補償等の適用があります。 

  （４）休 暇 等：年次有給休暇のほか、状況に応じ夏季休暇や忌引休暇等を取得することができま
す。 

 
２．申込方法 

（１）申込書類等：①柳津町会計年度任用職員申込書 
          ②履歴書（町が指定する様式に限る） 
          ③特定の資格・免許を所持することが応募条件に含まれる職種については、その

証書や免許証の写し 
          ※①および②は、総務課総務係及び西山支所窓口に設置します。 

（２）申込期限：令和５年４月２８日（金）必着 
申込の受付は、平日８時３０分から１７時１５分の間に限り行います。 

（３）提 出 先：〒９６９－７２０１ 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４番地 
柳津町役場 総務課総務係 （℡：０２４１－４２－２１１２） 
※期限までに直接持参するか、郵送してください。 

 
３．選考方法 
   書類審査後、面接試験を行います。詳細については応募者へ個別に通知します。 
 
４．募集職種一覧 

募集 
職種 

勤務 
場所 

業務 
内容 

募集 
人員 

雇用 
期間 

勤務 
時間 

条件・ 
資格等 

作業
員 建設課 道路等の除草・ 

維持補修作業 若干名 
R5.5.15

～ 
R5.11.14 

１日につき 
７時間 

(月 21 日程
度) 

・１８歳以上 
・普通自動車免許所持
（ＡＴ限定不可） 
・刈払機取扱作業者の

安全衛生教育を修了
した者（雇用開始ま
でに修了する者を含
む） 

事務 みらい
創生課 企画事務補助 １名 

R5.5.15
～ 

R6.3.31 

１日につき 
７時間 

（月 21 日程
度） 

・18 歳以上 
・普通自動車免許所持 
・パソコン（Word、 
 Excel）操作ができ

ること 

問 総務課総務係 ℡４２－２１１２ 

会計年度任用職員 再募集のお知らせ 
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犬の飼い主さんは、飼い犬の狂犬病予防注射を年１回行わなければならないことが法律で
定められています。下記により、令和５年度の集団狂犬病予防注射を実施しますので、必ず接種され
ますようお知らせします。また、新たに犬を飼い始めたときは登録が必要です。まだ登録がお済みでな
い飼い主の方については、町民課窓口で登録の手続きをお願いします。 
 

１．実施日 令和５年 4 月２０日（木） 

２．料金 ３，２５０円（注射技術料２，７００円、注射済票交付手数料５５０円） 

３．注意事項 （１）頭数の減少等により、今年度も１日のみの実施となりますので、余 
裕をもって予定時間までお越しください。 

（２）既に登録が済んでいる犬の飼い主の方には個別に通知しますが、新しく 
   犬を飼われた方につきましては、町民課までお問い合わせください。 
（３）まだ登録がお済みでない場合には、今回の注射の際にあわせて登録 

できます。なお、登録料は１頭につき３，０００円です。 
（４）今回の集団接種で接種できなかった場合は、年度内のなるべく早い 

うちに動物病院等で必ず接種してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
問 町民課保健衛生係 ℡４２-２１１８ 

狂犬病予防注射について 

狂犬病は、すべての哺乳類に感染することが知られており、
人への感染も例外ではありません。人は主に狂犬病に感染
した動物に咬まれることで感染し、発症すると 100％
死に至ります。狂犬病はすべての哺乳類に感染する一方で、
蔓延・感染の原因となる動物は限られます。犬のほかにコウモ
リやキツネなども例に挙げられますが、アジア地域など狂犬病
の流行国では、犬が主な蔓延源・感染源となっています。従っ
て、飼い犬に狂犬病の予防注射を接種することで犬での蔓延が
予防され、人への被害を防ぐことができます。日本でも万が一
狂犬病が侵入した場合に備えて、飼い犬への狂犬病予防注射が
義務づけられています。 

狂犬病とは 
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この事業は、個人住宅の改修工事を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 
 
１．受付期間 令和６年３月２２日（金）まで 

※先着順で受付し、期間内でも予算額に達した時点で受付を終了します。 
※令和４年度に利用された方は対象外となります。 

２．対象工事 ・本人または家族が所有し居住している町内の住宅や車庫・蔵などで、工事
費用が５０，０００円以上のもの 

・令和５年４月以降に着工し、令和６年３月３１日までに完了する工事 
・町が行っている他の事業で、補助金や助成金を受けている場合は、それら

を除いた工事費用が５０，０００円以上となる工事（介護保険の住宅改修
事業等、複数の工事をあわせて実施することも可能です。） 

３．対象者 ・町内に住所を有し、なおかつ申請者が改修工事を行う住宅の所有者でそこ
に住んでいること 

・世帯において町税などの滞納が無いこと（滞納整理計画等に基づき、これ
を着実に履行している方は対象となります。） 

４．施工業者の条件 町内に本店・支店等の事業所を置く事業者または個人事業者が施工すること 

５．補助額 対象工事費(消費税含む)の２分の１ 
※上限１００，０００円（１，０００円未満切捨て） 
※補助金の交付は１世帯につき１回 

６．申請方法 ●申請時に必要な書類（書類は役場建設課建設係にあります。） 
①申請書（１号、２号様式）、②工事見積書の写し（工事内容や単価等 
のわかるもの）、③工事前の写真 

●変更・中止届の提出 
工事の内容や金額に変更がある場合や工事を中止する場合に必要です。 
工事費の増額による補助金増額はできません。また、工事費が減額となる
場合、補助金が減額となる場合があります。 

●完了報告・補助金の請求（工事完了後、以下の書類を提出してください。） 
①完了報告書（５号様式）、②工事費の領収書の写し、③完了写真、 
④補助金請求書（７号様式） 

７．取消しまたは返還 ・交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したときや、偽りその他不正
の手段で補助金の交付決定を受けた場合、交付決定を取り消します。 

・補助金を住宅等改修工事以外に使用したときは、全額または一部を返還さ
せることがあります。 

・補助金申請時に担当職員が訪問し、工事着手の有無や内容について審査す
ることがあります。 

令和５年度柳津町住まいづくり支援事業のご案内 
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問 建設課建設係 ℡４２-２１１７ 
 

 

 

 

 
 

高等学校等へ就学するための費用等を支援することで、保護者の経済的な負担を軽減し、子育て支援と就
学機会の確保を目的として、下記のとおり給付金支給事業を実施しますので、申請してください。 
 
１．支給対象者 当該年度の４月１日現在で町内に住所を有し、高等学校に在学

している者の保護者 
※高等学校とは、学校教育法第１条に規定する高等学校、中等教育学校

（後期課程に限る）、特別支援学校（高等部に限る）及び高等専門学校
（第３学年まで）をいいます。 

２．支給金額・支払方法 生徒１人／５０，０００円（原則口座振込） 
※支払いは申請書を提出し、受付された月の翌月末です。給付金の支給

は、当該年度につき１回で生徒１人につき３年間を限度とします。な
お、支給決定通知等を送付しませんので、通帳記帳によりご確認くだ
さい。 

３．申請方法・申請先 町の定める様式第１号により、教育課学校教育係または総務課西山
支所係に申請してください。申請用紙は教育課学校教育係、総務課西山
支所係の窓口に設置してあるもの、または町ホームページからダウンロ
ードしてご利用ください。 
添付書類：①在学証明書または在学を証明する書類 

②通帳の写し（表紙を開いた１ページ目） 
４．その他 虚偽その他不正な行為により給付金の支給を受けた者は、既に支給した

給付金の一部または全部を返還していただきます。 
５．受付期間・時間 令和５年９月２９日（金）まで 

土日祝日を除く８：３０～１７：１５ 

 
問 柳津町教育委員会（教育課学校教育係） ℡４２－２１１５ 

〇対象となる工事の一覧 ✖対象とならない工事 

Ａ．住宅改修工事 
  屋根換え、屋根・外壁の塗装、畳替え、壁塗替え、タイル

張替え、ふすま・壁紙の張替え、建具の入替え工事など 
Ｂ．住宅の給排水設備、電気設備の改善工事 

上水道給水・下水道の接続工事、配線・配管工事を伴う 
エアコンやＩＨクッキングヒーターの据付工事など 

Ｃ．住宅外構補修工事 
  宅地舗装、土留め・壁改修、防護柵・手すり設置、雨水処

理工事など 
Ｄ．蔵、車庫、物置（小屋）等の改修工事(基礎がある物のみ、

簡易なものを除く) 

✖補助金申請の前に着手した場合 
✖住宅の新築 
✖増築工事 
✖家電製品の購入 
✖家具等の購入 

柳津町高等学校等就学給付金支給事業について 
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柳津町では、身体等に障がいのある方や知的障がい・精神障がいのある方のために使用される軽自動
車等のうち、一定の要件に該当するものについて、申請があれば障がいのある方１人につき１台の軽自
動車税（種別割）が減免される制度を実施しています（１名につき普通車（県税）または軽自動車（町
税）どちらか１台のみ）。 
 

１．減免対象となる軽自動車 

①体に障がいを有し歩行が困難な者または精神に障がいを有し歩行が困
難な者が所有する軽自動車（１８歳未満の身体障がい者または精神障が
い者と生計を一にするものが所有する軽自動車を含む。） 

②その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものであり、公益
のため直接専用するものと認める軽自動車等（福祉施設等の福祉車両
等） 

２．申請に必要な書類 

○軽自動車税（種別割）減免申請書 
（申請書様式及び記載例は税務係窓口備付けのほか、柳津町ホームペー
ジに掲載しております。） 

○減免を申請する年度分の納税通知書（４月中旬に郵送される予定です） 
○障がいを証明する手帳の写（身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・療育手

帳・精神障がい者保険福祉手帳、等） 
○対象車両を運転される方の運転免許証の写し 
○対象となる軽自動車等の車検証の写し 
 
※軽自動車税（種別割）減免申請書の様式は、役場税務係窓口に備え付け
るほか、町ホームページ内にも掲載しています。 

３．申請期限 令和５年５月１日（月）（軽自動車税（種別割）納付期限）まで 

４．注意事項 
柳津町で受付しているのは軽自動車（種別割）についてのみです。 
自動車税の減免については、「福島県会津地方振興局県税部（℡０２４２－
２９－５２６１）」へお問い合わせください。 

 
問 総務課税務係 ℡４２－２１１３ 
 
 
 
 
 
 
 

町では、令和５年３月２５日（土）から令和５年５月３１日（水）までを 
期間とする、柳津町防霜対策本部を設置しました。 

この期間は、気温の変化の激しい時期で、霜の降りる恐れが多くなります 
ので、農作物の管理には十分注意してください。 

なお、霜注意報が発令された場合には、会津よつば農業協同組合及び関係 
機関と連携を図りながら防災無線などでお知らせします。 
 
問 地域振興課農林振興係 ℡４２-２１１６ 

霜が降りる場合にはご注意ください 

軽自動車税(種別割)の減免申請について 
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１．業務内容 会計年度任用事務職員（事務補助業務） 

２．募集人数・条件 

１名 
・年齢不問 
・パソコン操作可能なこと（エクセル・ワードなど） 
・資格の有無は不問 

３．労働条件等 

契約期間：令和５年６月１日～令和６年３月３１日 
勤務日数：週５日程度 
勤務時間：９：００～１６：００ 
休 日：土・日・祝日ほか 

４．賃金・手当等 
日給５，９９０円～６，４９０円 
通勤手当、期末手当、雇用保険、労災保険、厚生年金、共済（短期） 

５．提出等 

令和５年４月２８日（金） １７：００まで 
ハローワーク紹介状及び履歴書（写真貼付）を福島県宮下土木事務所に提出
してください。 
 提出先住所：〒969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字水尻１１０８ 

問 福島県立宮下土木事務所 ℡０２４１－５２－２３１２ 
 
 

 

 
 デイサービスセンター咲

え
顔
がお

では、令和５年４月より、体験利用を始めます。 
 デイサービスの利用を考えている方、興味のある方は、この機会に利用してみてはいかがでしょうか。 

１．体験内容 
体調確認後、頭の体操、手作業、入浴を個別で行い、午後はリハビ
リ体操とゲームを行います。 

２．体験料金 ６００円（昼食代含む） 

３．送迎について 
基本的にはご家族送迎ですが、送迎が難しい場合はデイサービスセ
ンター咲顔へご相談ください。 

 
 
 
 
 
 
問 NPO 法人喜楽郷 デイサービスセンター咲顔 ℡４２－７２７２ 

福島県立宮下土木事務所・事務員募集について 

デイサービス咲
え

顔
が お

からのお知らせ 

HP は 
こちら 
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問 会津坂下警察署 ℡０２４２－８３－３４５１ 

会津坂下警察署より～ごみの処分はルールを守ろう～ 

◆ 廃棄物の焼却禁止 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下廃掃法）では、 

・各種廃棄物の処理基準に従って行う廃棄物の焼却 

・他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却 

・公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却または

周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却と

して政令で定めるものを除いて、廃棄物を焼却することを禁止

しています。 

◆ 罰則 

廃掃法を守らないと、５年以下の懲役若しくは 1,000 万円以下

の罰金、またはその両方の処罰を受けることになります。 

また、企業などの法人が違反した場合の処罰は３億円以下の罰

金となります。 

こまわりさん 

この法律は、元々は伝染病の蔓延を防止するための「汚物掃除法」と

いう法律が基になっているんだ。 

そこから高度経済成長期の大量廃棄によるゴミ問題などを経て、現在

の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に変わっていったんだ。 

この廃掃法は、ゴミの排出を抑制したり、リサイクルできる廃棄物を

適切に回収することで、みんなの生活環境を清潔にすることや環境を保

全することを目的にしているよ。 

―焼却禁止に含まれないもの― 

廃掃法の焼却禁止から除外されるものの例として、農業を営む方が稲わらを焼却する場合や、歳の神

などの地域行事によるしめ縄や門松の焼却、たき火やキャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却な

どがあります。 

しかし、これらに該当する場合であっても、ビニール等の他の廃棄物を一緒に焼却した場合には、廃

掃法違反に該当します。 

また、火をつける際には、いつでも火を消せるように消火の準備を事前に整えておき、いつでも火を

消せるように燃えている間は火から目を離さないようにしましょう。 

近所の人の迷惑にならないよう時間帯や風向きなどにも十分注意しましょう。 
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令和５年３月の柳津町建設工事等入札のうち、指名競争入札により落札価格が１００万円以上の工事・委託
についての結果です。１００万円以下の入札結果については役場２階総務課財政係において閲覧できます。 
 
【工事（指名競争入札）】（価格：税込価格 単位：円） 

入札日 工事名／工事箇所 予定価格 落札価格 落札業者 

3 月 22 日 
農地等（田）災害復旧工事 

1,619,200 1,540,000 大成建設工業株式会社 
大字藤字杉倉地内 

3 月 22 日 
農地等（田）災害復旧工事 

1,272,700 1,265,000 大成建設工業株式会社 
大字藤字大田地内 

 
問 総務課財政係 ℡４２－２１１２ 
 
 
 
 
 
 

 
住民基本台帳法第１１条第３項及び第１１条の２第１２項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の

写し等の交付に関する省令第 3 条の規定に基づき下記のとおり公表します。 
 
期間：令和４年 4 月 1 日～令和５年 3 月３１日 

閲覧請求者 委託元 利用目的概要（閲覧事項利用目的） 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲 

自 衛 隊福 島地
方協力本部 - 自衛官及び自衛官候補生に

関する募集事務 
令和 4 年 

10 月 24 日 

町内全域の平成 17 年 4 月 2
日から平成 18 年 4 月1 日生
まれの者 

 
問 町民課住民福祉係 ℡４２-２１１８ 
 
 
 
 
 
 例年行われておりました観音まつりのイベント等については、開催いたしません。 
 参拝等は自由にできますので、ぜひお越しください。 
 
問 地域振興課観光商工係 ℡４２―２１１４ 
 

令和５年３月工事等入札結果を公表します 

住民基本台帳の閲覧状況について 

久保田三十三観音まつり実行委員会からのお知らせ 
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町では、広報やないづやお知らせ版、ホームページにおいて、掲載を希望する企業の求人情報を掲載
します。ぜひ、ご活用ください。 

求人情報の掲載を希望する場合は、掲載開始日の 1 週間前までに、所定の様式を窓口・FAX・メール
のいずれかの方法でご提出ください。 

なお、掲載期間が経過した情報は削除いたしますので、あらかじめご了承ください。 
 詳細については、地域振興課観光商工係のホームページ（右記 QR コード）をご確認 
ください。 
 
 
問 地域振興課観光商工係 ℡４２－２１１４ FAX４２－３４９５ 
  メール kankou-shoukou@town.yanaizu.fukushima.jp 
 
 
 
 
 
 

「マルチワーカー」とは、「複数の事業所で仕事を掛け持つという働き方」のことを言います。 
奥会津地域づくり協同組合は、柳津町・三島町・昭和村の３町村で、移住・定住を目的として立ち上

げました。組合員となっている様々な業種の事業所で働き、将来専業とする業種の選択、起業の下地づ
くりをしませんか？ 
 下記までお気軽にお問い合わせください。 
 
問 奥会津地域づくり協同組合 
  〒９６９－７４０６ 
  大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平９２４ 
  ℡０２４１－４２－７８３１（※月～金 ９：００～１７：００） 
 
 
 
 
 
 
 

各世帯に配付しております「令和 5 年度 柳津町生涯学習カレンダー」及び「令和 5 年度 保健事業
案内」に記載していました、子宮がん集団検診の日程に誤りがありましたので下記のとおり訂正しお詫
び申し上げます。なお、子宮がん集団検診を申し込まれた方には、後日ご連絡いたします。 

 
 
 

 
 
 
問 町民課保健衛生係 ℡４２－２１１８ 
 
 
 

訂正とお詫び 

正） ７月１１日（火）  やないづふれあい館 

誤） ７月１０日（月）  やないづふれあい館 

求人情報の掲載について 

詳細はこちら 

奥会津でマルチワーカーという選択をしてみませんか？ 

詳細はこちら 
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「マルチワーカー」とは、「複数の事業所で仕事を掛け持つという働き方」のことを言います。 
奥会津地域づくり協同組合は、柳津町・三島町・昭和村の３町村で、移住・定住を目的として立ち上

げました。組合員となっている様々な業種の事業所で働き、将来専業とする業種の選択、起業の下地づ
くりをしませんか？ 
 下記までお気軽にお問い合わせください。 
 
問 奥会津地域づくり協同組合 
  〒９６９－７４０６ 
  大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平９２４ 
  ℡０２４１－４２－７８３１（※月～金 ９：００～１７：００） 
 
 
 
 
 
 
 

各世帯に配付しております「令和 5 年度 柳津町生涯学習カレンダー」及び「令和 5 年度 保健事業
案内」に記載していました、子宮がん集団検診の日程に誤りがありましたので下記のとおり訂正しお詫
び申し上げます。なお、子宮がん集団検診を申し込まれた方には、後日ご連絡いたします。 

 
 
 

 
 
 
問 町民課保健衛生係 ℡４２－２１１８ 
 
 
 

訂正とお詫び 

正） ７月１１日（火）  やないづふれあい館 

誤） ７月１０日（月）  やないづふれあい館 

求人情報の掲載について 

詳細はこちら 

奥会津でマルチワーカーという選択をしてみませんか？ 

詳細はこちら 
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柳津町役場職員配置図（令和 5 年 4 月１日現在） 
        

○町長 小林 功 ○副町長 矢部 良一 ○教育長 神田 順一 

課等名 課長等名 係名 係長名 係員 

総 務 課 菊 地  淳 一 

総 務 係 新井 田 雅人  杉 本  明 郎 佐 藤  明 徳 三 星  治 輝 
財 政 係 矢 部  剛 芳 賀  睦     
税 務 係 関  満 春 船 木  敏 志 池 田  匠 五ノ井 はるな（新） 
西山支所係 田﨑 真一郎 鈴 木  貴 雄     

みらい創生課 天 野  美 穂 みらい創生係 佐 藤  陽 三 
樋  智 人 冨 田  陽 介 長谷川 勝広 
宇月 唯（新）    

町 民 課 杉 原  満 
保健衛生係 佐藤 富美枝 

後 藤  由 美 小 島  彩 湯 田  琳 
小池 蓮（新） 五ノ井真紀子(任)  
（国保診療所） 
伊 藤  沙 樹 北 田  蘭 佐 々 木 由 佳 

住民福祉係 石 川  英 樹 
渡 部  直 美 黒 澤  陽 子 秋 津  栞 
上 杉  江 里 天 野  み く   

保 育 所 成 田  智 恵 保 育 係 小 川  里 絵 

（柳津保育所） 
長谷川 育実 和泉原 まゆ子 唐橋 ひかる 
齋 藤  有 香 齋 藤  盛 文 猪 俣  翔 太 
鈴木 牧子(技)  鈴木 万里(技)  五十嵐 文香 
鈴 木  嶺 那    
（西山保育所） 
齋 藤  美 和     

地 域 振 興 課 鈴 木  秀 文 
農林振興係 山 内  健 児 芳 賀  貴 田 部  遼 介 坂 上  孝 輔 
観光商工係 土 橋  諭 鈴 木  麻 椰 杉 原  大 輝 中川 日路海（新） 

建 設 課 横 井  伸 也 
建 設 係 橋 本  健 

木 須  良 行 門 馬  康 介 舟 木  洋 翔 
若林 龍星（新） 菊地 由香(任)    

上下水道係 佐 藤  雄 一 箕 田  誠 也 鈴 木  裕 二   
出 納 室 天 野  一 保 出 納 係  小 林  由 騎     

教 育 課 新井 田 理恵  
学校教育係 鈴 木  基 永 

大竹 康一朗     
（給食センター） 
齋藤 福子(技)  菊地 和枝（技）   

美 術 館 係 目 黒  清 志 伊藤 たまき     

公 民 館 
ふれあい館（中
央公民館長） 
田 﨑  治 

生涯学習係 鈴 木  彦 隆 

ふれあい館（柳津公民館） 
栗 田  一 路 増 井  我 久  
ゆきげ館（西山公民館） 
海洋センター／管理委託 

議 会 事 務 局 橋 本  千 恵     鈴 木  勝 久     
奥会津振興センター       鈴 木  健 介     
農 業 委 員 会 局長・地域振興課長兼務 黒 澤  亮 太 (農林振興係兼務) 
選挙管理委員会 書記長・総務課長兼務 書記・横田 善登 (総務係兼務) 
監査委員事務局 事務局長・議会事務局長兼務       

新・・・新採用職員 任・・・任期付き職員 技・・・技能職職員 
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